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 令和４年 第１回興部町議会定例会の開催について   

令和４年第１回興部町議会定例会が、３月８日（火曜日）１０：００より開会されます。 

会期は１８日（金曜日）まで、一般質問は１４日（月曜日）１０：００を予定しています。 

傍聴される方は、当日、係員の指示に従って傍聴されますようお願いいたします。 

 なお、会期中の日程（休会等）につきましては、総務課総務係（℡８２-２１３１）まで 

お問い合わせください。 

 社会教育施設駐車場への雪の持込みについて   

町民の皆様には、今年は１月から降雪量が多く、私有地の雪の処理に苦労されていることと

思います。そのような状況もあり、社会教育施設内駐車場の一部雪山に私有地の雪を持ち込ま

れる方が散見されます。駐車場が狭隘となり施設利用の際の駐車の妨げとなりますので、ご遠

慮くださいますようお願いいたします。 

  

■お問合せ 教育委員会 社会教育課 社会教育係 ℡８２-２５５２ 

 小型家電の適切な分別について   

小型家電の排出について、興部町では燃やさないごみ、粗大ごみ

および無料回収ボックスによる回収を行っておりますが、回収され

た小型家電に、電池や電球、インクカートリッジがつけっぱなしに

なっていたり、悪質なものでは炊飯ジャーの中に食器などのごみを

詰めて排出しているケースも見受けられています。こういった事態

が続きますと、火災のおそれや、無料回収ボックスの撤去といった

ことにもなりかねませんので、以下の対象外品を確認のうえ、適切

な排出についてご協力をよろしくお願い致します。 

◆対象外品 

・蛍光灯、電球、電池、CD、カセットテープ、ゲームソフト、インク・トナーカートリッジ

説明書、包装箱、炊飯釜、食器、ごみなどの小型家電でないもの 

・家電リサイクル対象品（テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機） 

・ブラウン管型のパソコンモニター など 

■お問合せ 住民課 住民活動・環境係 ℡８２-２１６４ 

 

 確定申告について   

新型コロナウイルス感染症の影響により期間内に確定申告が困難となる方については、４月

１５日（金曜日）までの間、申告・納期限の延長をすることができるようになりました。つき

ましては、下記の延長申告対象者に該当する場合には、税務財政課税務係（℡８２-２５５０）

までご連絡願います。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響のない方は３月１４日（月曜日）までに確定申告を

お願いいたします。 

※延長申告対象者 例）新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者、自宅待機者 等 

ひまわり基金法律事務所無料法律相談（事前予約制）のお知らせ    

紋別市に開設されております「ひまわり基金法律事務所」では、興部町において毎月１回の
無料法律相談を実施しています。 
もし身近に法律に関する問題がありましたら、この機会に相談してみてはいかがでしょうか。

是非お気軽にお申し込みください。 

〇日  時  ３月８日（火曜日） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

〇場  所  福祉保健総合センター「きらり」 

〇相談内容  法律相談全般  
（例 多重債務・離婚・交通事故・相隣関係・借地借家・相続・刑事事件・犯罪被害者他） 

〇事前予約  相談には『事前予約』が必要となります。（前日の１７：００までに連絡） 
予約状況によっては予約の受付ができない場合があります。 

〇相談担当  紋別ひまわり基金法律事務所 弁護士 宮下 尚也 
 

■電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８-２６-２２７７ 

 建設工事等入札結果   

入 札 月 日 １月２８日 

工事・業務・物品名 給食センター冷房機取付工事 

入 札 参 加 者 ㈱阿部電気商会 河原工業㈱ ㈱小島電機 

入 札 回 数 １ 

契約金額（落札金額） ３，１６８，０００円（２，８８０，０００円） 

予定価格（比較価格） ３，３００，０００円（３，０００，０００円） 

工 期 ・ 納 期 R４．２．１ から R４．３．３１ まで 

請 負 業 者 名 興部町字興部３１８番地 ㈱阿部電気商会 
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 後期高齢者の方対象にマイナンバーカード 
交付申請書が送付されます 

 令和３年１０月３１日時点において７５歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者の方で、マ

イナンバーカードをお持ちでない方（申請されていない方）を対象に２月下旬から３月下旬に

かけて北海道後期高齢者医療広域連合よりマイナンバーカードの交付申請書が送付されます。 

マイナンバーカードは本人確認以外にも健康保険証として利用できます。（※保険証利用は

医療機関・薬局により開始時期が異なりますのでご注意ください） 

ぜひこの機会にマイナンバーカードを作ってみませんか。 

 

 

 

 

 

〇マイナンバーカードの申請方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇マイナンバーカードの受取方法 

 申請から約１か月後、役場より「交付通知書」（ハガキ）が自宅に届きますので、必要書類

をお持ちになりご自身が役場住民課へお越しください。 

 ①通知カード（お持ちの方） 

 ②交付通知書（住所・氏名を記入してください） ※暗証番号を事前に考えてきてください。 

 ③本人確認書類（官公署発行の顔写真付きは1点、なければ保険証・年金手帳・年金証書・

預金通帳などから2点必要になります） 

 ④住民基本台帳カード（お持ちの方のみ） 

※平日８：３０から１７：１５までに来庁が難しい方は、役場住民課戸籍年金係までご相談

ください。 

■お問合せ先  

・マイナンバー総合フリーダイヤル ℡０１２０-９５-０１７８ 

・住民課 戸籍年金係（マイナンバーカード交付関係） ℡８２-２１６４ 

・介護支援課 保険医療係（申請書送付関係） ℡８２-４１４０ 

・北海道後期高齢者広域連合（申請書差出人及び申請書送付関係）℡０１１-２９０-５６０２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカード（見本） 

興部町国民健康保険病院において、

マイナンバーカードが健康保険証と

して利用できるようになりました！ 

 

 

【商品券の申請はお済ですか？】 
「コロナ禍における燃油高騰生活支援対策事業」における
商品券の申請・使用期限が令和４年３月３１日までとなっ
ております。まだ、お手続きされていない方は、お早めに
福祉保健総合センター「きらり」または沙留出張所で手続
きを行ってください。 


